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標高約200mに広がる約30ヘクタールの草原で、

東京ドーム6.4個分の広さがあります。頂上からの

展望は素晴らしく、絶好のパノラマです。春はつつ

じが咲きほころび、夏は青々とした草原が広がり、

秋はススキが一面を覆います。冬には、野焼きが行

われ、草原に炎が広がっていく様は圧巻で多くの

見物客で賑わいます。
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育児休業手当金と介護休業手当金の
給付上限相当額が変更されました

　令和元年８月１日以後の育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額が変更となりましたので、請求
の際は以下のことにご注意ください。

育児休業手当金
標準報酬月額が 470,000 円以上の方は、手当金給付日額が 13,832円となります。
※　育児休業開始後 181日以降は 10,322 円となります。

介護休業手当金
標準報酬月額が 530,000 円以上の方は、手当金給付日額が 15,230円となります。

交通事故等の第三者行為により負傷したとき
　交通事故等の第三者行為により負傷し、医療機関等を受診した場合には、
加害者（相手方）がその費用を負担することとなります。
　第三者行為により医療機関等を受診し、組合員証等を使用する場合は、
必ず共済組合へ連絡し、以下の書類を提出してください。

第三者行為により医療機関等を受診した場合の提出書類

第三者行為による負傷の例

◦損害賠償申告書　　◦事故発生状況報告書
◦自動車損害賠償責任保険の契約保険会社の報告書
◦同意書　　◦確約書　　◦念書
◦交通事故証明書
◦示談に関する書類

⎫
⎬
⎭

共済組合ホームページにてダウンロードできます。
（URL ： http://www.nagasaki-kyosai.jp/）

第三者（相手）の
ある交通事故

他人から暴行を
受けた時（ケンカ等）

他人の飼っている
動物にかまれた

〈お問合せ先〉
　　ＴＥＬ：０９５－８２７－３１３９（保健課直通）
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　　【開　催　日】　令和元年８月７日（水）

　　【場　　　所】　長崎県市町村職員共済会館　２階会議室

　　【研修テーマ】　「休職者・離職者を防ぐためには」

　　【対　象　者】　部下職員を持つ係長職相当以上の組合員

　　【講　　　師】　長崎メンタルヘルス合同会社　金原　俊輔（講演）
　　　　　　　　　長崎メンタルヘルス合同会社　長浦　由紀（演習）

令和元年度第１回 健康づくり研修を開催しました！

～受講者の感想～

◦�復職者だけでなく支援する職員のフォローも大切だ
と感じた。
◦�病気、本人への理解がとにかく必要だということを感
じた。
◦�ロールプレイを行い、実際に対応することで理解が深
まった。

　健康づくり研修は、共済会館にて開催してい
ます。次回は11月25日（月）を予定しています。
　講演（午前中）のみ、演習（午後）のみの参
加も可能です。

（講演テーマの例）
こころの健康、ラインケア、セルフケア等

多くの方の参
加をお待ちしております！
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口から備える健康長寿
〜当たり前になりすぎたむし歯予防を再考〜

長崎県歯科医師会
医療情報委員会副委員長

出口　　繁 先生

　本シリーズでは「オーラルフレイル」について触れていますが、しっかりと食べるための根源は、やはり歯
が健康であることに尽きます。本稿では、以前とは少し「常識」が変わってきているむし歯予防について再考
します。

 歯は本来丈夫なもの
　「キーン」という音、それを想像しただけで「いやー」な気分になる方は多いと思います。私たちが治療する
時には、ダイヤモンドの粉がついた高速で回転する器具を使って歯を削ります。歯の表面はそれほど硬い、エ
ナメル質といわれる組織でできていますが、そんな硬いものに簡単にむし歯の穴が開くでしょうか？
　多くの方がむし歯になった経験があるために、むし歯はなるのが当たり前のように思われていますが、さま
ざまな種類の糖質豊富な食品が容易に手に入るようになった現代になって多発しているのがむし歯です。すな
わち、むし歯はさまざまな悪い要素が重なったところにできるために、きちんと予防すれば避けられる病気と
いえます。

 むし歯予防のキモは「フッ化物」
　むし歯予防といえば、甘いものの制限や、歯みがきをしっかりとすることを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、みなさんはとても気をつけているのに歯医者に定期健診に行くとむし歯になっていませんか？
　実は甘いものも歯みがきも大事な要素ですが、その他にもだらだら食べ、だ液の質や量、むし歯を起こす細
菌の量や歯の質など多くの要素が絡み合ってむし歯が起こります。これらはむし歯リスクと呼ばれ、一人ひと
り異なりますからしっかり対応しないとなかなかリスクを下げることができません。しかしこの中でも「フッ
化物の使用」は飛び抜けてむし歯リスクへの関与度が大きいため、すべての人に勧めることができるむし歯予
防の方法です。むしろ使わないとむし歯予防が難しいと言っても過言ではありません。

 歯磨き剤を正しく使ってむし歯予防
　「フッ化物」はみなさんが毎日使っている歯磨き剤の中に入っています。（市販されている歯磨き剤の９割以
上がフッ化物配合の歯磨き剤）実は知らず知らずのうちにむし歯予防に効果的なものを使っていたということ
になります。ではどのように歯磨き剤を使っていますか？「歯ブラシにちょっとつけて、磨いたらよくうがい
をする」という方が多いと思います。フッ化物を薬ととらえると、それをしっかりうがいして流してしまった
ら効果がないことは明白です。「できるだけ高濃度のフッ化物の入った歯磨き剤を十分量使って、できるだけう
がいを控える」というのが正しい使い方です。
　これを実践するために、スウェーデンのイエテボリ大学で考案された「イエテボリ法」と呼ばれる歯磨きの
方法を紹介します。

お口の健康アドバイス
　生活習慣病の予防には、お口の健康づくりが大切です。そこで、長崎県歯科医師会のご協
力により「お口の健康アドバイス」と題し、口腔衛生について掲載します。�
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　１）歯磨き剤は「高濃度フッ化物配合」と書かれたものを使う
　２）歯磨き剤を歯ブラシの上にたっぷり載せる（ブラシの植毛部の長さ、２cm程度）
　３）普通に歯磨きする
　４）少量の水（ペットボトルのキャップ２杯まで）でうがいする
　５）その後２時間は飲食を控える
　歯磨きした後うがいをしないのは気持ち悪いという方は、普通に歯を磨いた後にしっかりうがいをしてその
後にイエテボリ法を行うとよいでしょう。また12歳未満の子どもにはフッ化物濃度を抑えた歯磨き剤の使用や、
その量を少なくする対応が必要です。歯科医院で適切な指導を受けてください。長崎県内では幼稚園、保育園、
小学校および中学校においてフッ化物洗口が行われていますが、それとの併用は安全性の観点からは全く問題
ありませんし、むしろフッ化物は正しい方法で頻回に用いることで効果が高まります。
　実は諸外国では以前から、フッ素濃度 1,500ppm の高濃度フッ化物配合の歯磨き剤が市販され、むし歯予防
に効果を上げてきました。しかし日本では、平成29年にようやくフッ素濃度の上限が1,000ppmから1,500ppm
に引き上げられて手に入るようになったばかりで、まだまだなじみが薄いようです。むし歯予防のためには高
濃度フッ化物配合の歯磨き剤でイエテボリ法を行い、歯科医院でのメインテナンス時にもフッ化物を使うこと
で最大限むし歯リスクが軽減できるとされています。歯磨き剤が口の中に残ることに抵抗のある方が多いので
すが、経験上数日で慣れるようです。ぜひ実践してみてください。

避けることが難しいおとなむし歯とは
　最近テレビなどで「おとなむし歯」がとりあげられるようになりました。これは、エナメル質のない「歯の根」
の部分が侵されてしまうむし歯のことで、痛みがあまりないために知らないうちに進行して、場合によっては
歯が折れて抜歯になってしまうむし歯です。歯の根は本来歯肉の中にあるのですが、歯周病や不適切な歯磨き
などによって歯肉が下がって露出してしまいます。露出した部分はエナメル質がないためにむし歯菌の酸に溶
かされやすく、なかなかむし歯を避けることが難しいといわれています。しかし、前述のイエテボリ法を行う
ことで歯の根を硬くし、むし歯になりにくくすることができるのです。
　おとなむし歯は歯の頭の部分は全く問題がない場合が多く、また痛みもないので、ご自身では気付きにくい
ものです。また年齢とともにだ液の量が減ってむし歯のリスクが知らないうちに高まっていることもあります。
ぜひ歯科医院を受診していただき、適切なアドバイスを受けてください。

※�受診の際は、「お口のチェック受診券」及び「組合員証（組合員被扶養者証）」が必要です。
　自己負担はありません。

お口のチェック内容
  口腔診査  
⃝歯、歯周の状況
⃝歯面清掃
　（PMTC又はスケーリング）
　※歯面清掃は体験までです。
  口腔衛生指導  
⃝う蝕、歯周病の予防
⃝食事指導、生活習慣指導
⃝ブラッシング指導

お口のチェックを受診した

方に「歯みがきセット」を配

付しています。

組合員及び年度内に13歳以上となる被扶養者を対象としています。（年度内に1人1回限り）

　お口の健康は生活習慣病と深い関わりがあることから、皆様のお口の健康づくり及び生活習慣病予防の意識
啓発を目的とした「お口のチェック」を実施しています。

お口のチェックを受診しましょう！

歯みがきセット
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　今回は「要精査・要治療の重要性について」説明します。

要精査・要治療の重要性について
 　Ⅰ．健診 / 検診で受ける検査の特徴は以下の通りです
　　１．医学的に信頼度が確認されている
　　２．最初に選択される基本的な検査がほとんどである
　　３．受診する方の身体的負担が比較的少ない
　　４．比較的安価である
　　５．多くの範囲をカバーできるように検査項目が選択されている（浅く広くとも言えます）
　健診 /検診では「スクリーニング」を行っています。「スクリーニング」とは「ふるい分け」を意味し、結果
が基準範囲内にあるかそれを超えているかをもとに「ふるい分け」ます。このため健診 /検診の結果だけで診断
がついたり、治療の方法を決めることはできません。要精査・要治療の方はより詳しい検査が必要になります。

 　Ⅱ．精密検査・治療の目的は以下の通りです
　　１．基準を超えた結果が病気によるものかそうでないのかを判断する
　　２．病気による異常の場合、診断をつける、病気の程度を判断する
　　３．治療が必要な場合、治療方法の選択、期間などを判断する
　健診 /検診は「ふるい分け」の検査で個人の事情にかかわらず同じ検査をしますが、精密検査・治療はその方
に合わせた、いわばオーダーメイドの診療になります。このように健診 /検診と治療・精密検査とは目的が全く
異なります。

 　Ⅲ．治療・精密検査を受けるために
　健診は原則的に症状がない方が対象なので長い目で見た利益がわかりにくいものです。そのため精密検査・治
療の必要を指摘されたにも関わらず受けない方が出てきてしまいます。受けない理由としてよく聞くのは以下の
ものです。
　　１．時間がない／忙しい
　　２．調子が悪いときは病院に行くので今回は行かない
　　３．以前要精査で精密検査を受けた結果「異常なし」と言われたので今回も大丈夫
　　４．会社で義務づけられているので仕方なく健診 /検診を受けたため結果をよく見ていなかった
　検診で異常が出た場合、精密検査をせずに「病気がない」と判断することはできません。また以前、精密検査
を受け「異常なし」であったことは以前の時点での「異常なし」で、現在の体の状態はその時と同じではありま
せん。同じような「要精査」に見えても以前とは異なる異常所見の可能性があります。人の体は時間とともに変
化します。病気があっても症状がない時期に治療を受けると治療による体、時間、費用の負担が軽く済み、健康
寿命も延びることを是非知っていただきたいと思います。また病気があるのに放置した場合、病気は少しずつ悪

長崎県医師会
すてきに歳を重ねましょう

健よ 康く 講わ 座か る
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い方向に進んでいくことも知っておきましょう。

 　Ⅳ．精密検査を受けても「異常なし」がある理由
　前項で以前要精査と言われ精密検査を受けたが、その結果「異常なし」と言われたという例があることを述べ
ました。このような例は偽陽性と呼ばれます。
　一方、健診 /検診で異常を指摘されなかったにも関わらず暫くして病気が見つかる例もあります。これは偽陰
性と呼ばれます。
　健診 /検診で受ける検査はこれらの偽陽性、偽陰性が少なく、真の陽性者（病気の方）だけを拾い上げる割合
が比較的高いと認められているものが選ばれています。

 　Ⅴ．健診 / 検診の精度
　健診 /検診の理想は「偽陽性」で精密検査を受けてしまう方と「偽陰性」で病気があるのに見つけることがで
きない方をできるだけ減らすことです。つまり健診 /検診の精度を上げることです。近年、健診 /検診の精度は
確実に向上していますが、さらなる向上は必要です。また現在の健診 /検診では、拾い上げができない病気を発
見するための新しい検査の開発も望まれます。

　健診 /検診で早期に病気が見つかり既に多くの方が恩恵を受けています。健診 /検診は受ける価値が十分ある
ものです。また健診 /検診の結果は大切な時間を割いて得られたものです。結果を生かしましょう。治療を受け
ている方では病気以外の体の状態を知る良い機会です。健診 /検診を上手に利用し、将来のために役立ててくだ
さい。

 　Ⅵ．精密検査・治療を放置し、不利益がある主な例
　精密検査や治療が必要と判定されたにも関わらず、放置してしまう例をいくつかあげていますので、参考にし
てください。
　◦�高血糖が続いていたにも関わらず放置した結果、眼の合併症のため視力が大きく損なわれた、あるいは心筋

梗塞になった。
　◦�高コレステロールを放置して心筋梗塞になった。
　◦�高血圧を放置して脳梗塞になり、体が不自由になった。
　◦�便潜血陽性であったが大腸内視鏡を受けず、大腸がんが進行してしまった。
　◦�胃透視（バリウム検査）で異常を指摘されたが、胃カメラを受けるのが嫌で胃がんが進んでしまった。

本年10月に年金払い退職給付に係る
終身年金現価率の値が変わります

地方公務員共済組合連合会では、ホームページに基準利率や年金現価率等に関する情報を掲載して
います。今後、これらの率についての関連情報等を掲載していきますので、是非、ご覧ください。

http://www.chikyoren.or.jp/（地方公務員共済組合連合会トップページ）
トップページの、「年金払い退職給付制度」からご覧いただけます。

地方公務員共済組合連合会
地方公務員共済組合連合会 検索
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　７月号の共済ながさきでは、「老齢厚生年金」および「給与所得による年金の支給停止」について掲載しましたが、
今回は、「障害年金」についてご紹介します。

障害厚生年金とは
　一定の保険料納付要件を満たした方が、厚生年金保険の被保険者である間に、初診日のある病気
やケガにより、１級から３級に該当する程度の障害状態となったときに受給できる年金です。
　在職中の場合でも障害厚生年金は受給できますが、平成 27年９月までに初診日がある方が受給
する障害共済年金（経過的職域加算額）は、停止となります。
　また、障害等級が１級または２級に該当しますと、障害厚生年金等に加えて障害基礎年金が受給
できます。

１　障害年金の種類と等級
１ 級 ２ 級 ３ 級

障害厚生年金
（共済組合が支払い）

障害厚生年金
※１、※２

障害厚生年金
※１、※２

障害厚生年金
※１

障害基礎年金
（日本年金機構が支払い）

障害基礎年金
※３

障害基礎年金
※３

　※１ 　平成 27 年９月までに初診日がある場合、組合員期間に応じた障害共済年金（経過的職域加算額）が支給
されます。

　※２ 　障害等級が２級以上に該当し、年金受給権者によって生計を維持されている 65 歳未満の配偶者がいると
きは加給年金額が加算されます。

　※３ 　障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間
にある未婚の子または 20 歳未満で障害等級が１級又は２級の障害の状態にある未婚の子がいるときは子の
加算額が加算されます。

２　障害厚生年金の受給要件
　障害厚生年金は次の要件をすべて満たしている場合に受給できます。

①初診日要件
　　障害の原因となった傷病の初診日において、厚生年金の被保険者（組合員）であること。

②障害認定日要件
　�　障害認定日（原則初診日から１年６月経過した日）に障害等級が１級～３級の障害の状
態であること。※

③保険料納付要件
　�　初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料
納付済期間（厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む）と保険料免除期間
を合わせた期間が３分の２以上あること。

※�　障害認定日に障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳までの間は、症状が悪化し障
害の状態になったときには請求日の翌月から障害厚生年金が受給できます。

「障害給付」について
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３　障害厚生年金等の請求手続きの流れについて

共済組合の組合員期間である間に初めて医師の診療を受けた病気やケガですか？

症状は治癒または固定していますか？

年金・障害診査請求手続き
共済組合に連絡のうえ、送付された必要書類を整備して提出してください。

障害厚生年金等の受給
診査の結果、障害等級に該当すると
受給権が生じます。

障害等級に該当しなければ、受給権は生じませ
んが、65歳に達するまでに症状が重くなった
場合、事後重症制度による請求が可能です。

初診日から１年６月（障害認定
日）を経過後、請求手続きが発
生します。

初診日が民間企業等の厚生年金や国民年
金の被保険者期間内にある場合は、日本
年金機構が請求先となりますので最寄り
の年金事務所にお問い合わせください。

【この記事に関するお問合せ先】　年金課　電話：０９５－８２７－３１４０

はい

はい

いいえ

いいえ

障害等級に該当した場合 障害等級に該当しなかった場合

～障害厚生年金請求のポイント～
　○　初診日の特定が必要です

　　�　初診日は、障害認定日や保険料納付要件を判断する基準日となるため、障害年金の請求に
おいて重要な日です。

　　�　初診日の特定は、原則として医療機関の証明が必要となりますが、初診日が長期間遡ると
きなど、特定が困難となるケースがありますので、早めにご相談ください。

　○　所定の診断書で障害程度の認定を行います

　　�　障害程度の認定は、身体障害者手帳などの等級とは異なり、年金専用の診断書を用いて診
査を行います。

　　�　基本的には障害認定日（初診日から１年６月経過した日）の症状を記載した診断書を医療
機関で作成いただくこととなりますが、「事後重症による請求」の場合は、請求日時点の診
断書を作成いただくこととなります。

　　　※　留意事項
　　　　１　請求にあたって発生した診断書作成費等の費用については、ご本人負担となります。
　　　　２　障害認定審査の結果、障害等級に該当しない場合があります。

　○　在職中でも受給できます

　　　障害厚生年金、障害基礎年金は、公務員として在職している間も受給できます。
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　組合員または組合員であった方は、地共済年金情報Webサイトを活用することで次の内容を閲覧することが
できます。
　なお、地共済年金情報Webサイトは、サーバーのメンテナンス中以外は常に閲覧可能です。

◆閲覧までのおおまかな流れ

●相談窓口（Webサイト用）
全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課
☎０３－５２１０－４６０７　（９時～ 17時（土・日・祝日を除く））

地共済年金情報Webサイトを活用しましょう

●閲覧できる内容
　　①年金加入履歴・加入期間　　　　　　　　　　④年金見込額（※１）
　　②保険料納付済額　　　　　　　　　　　　　　⑤給付算定基礎額残高履歴
　　③標準報酬月額等

※１ 　年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに、法律で定められた年齢での年
金受給額等を試算しているため、実際の金額と異なります。

※２ 　住所や名前を変更された方で、共済組合に異動の届出をされていない方は閲覧ができませんので、
変更の手続をお願いします。

① 地共済年金情報Webサイトにアクセス
https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/

↓
② ご利用申込み（※ 2）

基礎年金番号・氏名・生年月日・パスワード等を入力する

↓
③ 受付

↓
④ ユーザ ID通知書の受領

↓
⑤ ログイン

開設次第、各共済組合及び連合会のホー
ムページからもアクセスできるように
なります。

（数週間程度）
全国市町村職員共済組合連合会、各共
済組合からお申込み内容の確認のため、
ご連絡をさせていただくことがありま
す。

閲覧の際に必要となる「ユーザ ID」を
記載した「ユーザ ID通知書」を郵送し
ますので、大切に保管してください。

ユーザ ID通知書でお知らせした「ユー
ザ ID」とご利用申込み時に登録しまし
た「パスワード」を入力し、ログイン
してください。
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　令和元年５月 22 日に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
が公布され、令和３年３月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の仕
組みが本格運用される予定です。
　このマイナンバーカードの健康保険証利用を着実に進めるために、「マイナンバーカードの普及とマイナンバー
の利活用の促進に関する方針」（令和元年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会
議）及び「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年６月 21 日閣議決定）
において、医療保険者ごとにマイナンバーカードの取得促進に取り組むととも
に、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員及び被扶養者について
は、本年度中のマイナンバーカードの取得を推進することとされています。
　
　マイナンバーカードの交付申請は次の方法があります。

　≪オンライン申請≫
　平成 27年 10月以降に地方公共団体情報システム機構から郵送された通知カードに添付されている個人番
号カード交付申請書に記載されている申請書 ID又はQRコードを使用して、パソコン、スマートフォン等に
より申請することができます。
　具体的な方法は、マイナンバーカード総合サイト（※）を参照してください。
　マイナンバーカードの受け取りは、追って通知される交付通知書（はがき）に記載された場所に来庁する
こととなります。

　≪郵送による申請≫
　マイナンバーカード総合サイト（※）に掲載されている手書き交付申請書様式（申請
書の送付用封筒作成の材料もダウンロードできます。）又は共済組合が配付した組合員
等の氏名・住所等が印字された交付申請書を使用して、郵送により申請することができ
ます。
　マイナンバーカードの受け取りは、追って通知される交付通知書（はがき）に記載さ
れた場所に来庁することとなります。

　≪申請時来庁方式≫
　住民票のある市区町村に来庁して本人確認を行った上で、申請手続を行う方
法です（申請時来庁方式の対応の可否について、あらかじめ市区町村に確認願
います。）。
　この場合は、交付時に再度来庁することなく、本人限定受取郵便により受け
取ることができます。

　　（※）マイナンバーカード総合サイト
　　　　https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

　共済組合が現在発行している組合員証、組合員被扶養者証等は、令和３年３月のオンライン

資格確認運用開始後も引き続き使用できることとされています。

マイナンバーカードの取得推進について
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　共済組合では、組合員が臨時に資金を必要とした場合に、その目的・用途に応じ
た貸付を行っていますが、今回はその中でも特に多くの方にご利用いただいている

「普通貸付」についてご案内します。
　借入れをお考えの際は、利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。

普　通　貸　付

貸 付 事 由
組合員が、車や家電など生活必需物資の購入のため、臨時に資金を必要とするとき（生
活資金、借入金返済、趣味、娯楽等不可）

借 受 資 格 組合員の資格を取得した日から

貸 付 限 度 額 申込時の給料月額（本俸）の６か月分に相当する金額（最高 200万円）

貸 付 金 の 単 位 １万円（最低５万円～）

貸 付 利 率 年 1.26％（変動金利）

償 還 方 法

次の２つから選択し償還
①毎月元利均等償還
②毎月元利均等償還　＋　ボーナス償還　
（償還途中で全額繰上償還や一部繰上償還をすることも可）

申 込 締 切 日 毎月５日（共済組合必着）

貸 付 日 末日（12月は 25日）

申 込 方 法
お勤め先の共済組合事務担当課へ必要書類を提出してください。
なお、申込用紙及び添付書類一覧は、当組合のホームページに掲載しております。
（アドレス　http://www.nagasaki-kyosai.jp/）

■申込から送金までの流れ
　　①申込書の作成、提出……【期限】貸付希望月の５日まで（当組合必着）
　　普通貸付申込書、印鑑登録証明書（原本）、借入状況等申告書、見積書（原本）又は契約書（写）
　　※その他必要に応じて書類の提出を依頼する場合があります。
　　
　　②共済組合から貸付金決定通知書及び借用証書を送付……第２～３週頃送付
　　送付された借用証書に必要事項を記入し、登録印を押して共済組合へ提出

　　③共済組合から貸付金交付通知書を送付……第３～４週頃送付
　　
　　④送金……月末
　　共済組合に登録している給付金受取口座へ送金

貸付事業のお知らせ
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長崎県市町村職員共済組合
長崎市興善町6番３号　長崎県市町村職員共済会館
TEL  095-827-3137（代表）  FAX 095-824-9050
URL  http://www.nagasaki-kyosai.jp/
編集発行人　石　橋　修　治

◇

■ 10 月は積立額の変更募集月です
積立額の変更をご希望の方は、お勤め先の共済組合事務担当課へお問い合わせ願います。
　○提出書類：積立貯金変更依頼書（当組合 HP からダウンロード可）
　○提出締切：令和元年 10 月 31 日（木）共済組合必着
　○変更開始：令和元年 12 月の給料及びボーナス分から

■払戻・解約請求書提出及び送金スケジュール

送 金 年 月
払　　　戻 解　　　約

締 切 日 送 金 日 締 切 日 送 金 日

令和元年11月
10月31日 11月15日

11月５日 11月29日
11月15日 11月29日

令和元年12月
11月29日 12月13日

12月５日 12月25日
12月13日 12月25日

令和２年１月
12月27日 １月15日

12月27日 １月31日
１月15日 １月31日

　この事業は、組合員の皆様が在職中に万一の事態があった場合、ご遺族の生活安定に寄与することを目的とし、
遺族厚生年金の不足する部分を一定期間補完します。

　令和２年度の更新手続き案内及び新規加入の募集については、11 月から 12 月にかけて行う予定です。未加入
の方はこの機会に加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

貯金事業のお知らせ

遺族附加年金事業のお知らせ

【注意点】
◦前月末時点の残高が払戻
限度額です。（千円単位）

◦締切日は共済組合必着で
す。お勤め先の共済組合事
務担当課へはお早めにご提
出ください。

事業のイメージ

在職中 万一の場合

ボーナス

遺族の
必要生活費

不足部分 遺族附加年金事業

月例給与 遺族厚生年金 遺族厚生年金

不足部分を補完するのが
遺族附加年金事業です。


